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 　国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。 

　年末調整や確定申告で、納付した国民年金保険料額を申告する際には「社会保険料（国民年金保

険料）控除証明書」の添付等が必要となります。 

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、１１月上旬に社会保険庁から送付されますので、

申告の際まで大切に保管してください。 

（平成１８年１１月１日～平成１９年３月１６日、平日９：００～１７：００） 

問１．「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に
記載されている月分以外の保険料を１２月３１日までの間
に納付した場合は、今年分として申告できますか？ 
（答え） 
　今年分として申告できます。「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」に記載されている保険料額に、
後から納付した保険料額を合算のうえ申告してくだ
さい。なお、後から納付した保険料分の「領収証書」
も添付等する必要があります。 
 
問２．家族の保険料を納付しましたが、控除の対象となり
ますか？ 
（答え） 
世帯主または配偶者として、ご家族の国民年金保険
料を納付した場合は、納付した方がその保険料を申
告することができます。 


